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6月6日（月）・14日（火）・22日（水）・
29日（水）  時  午前9時～午後4時
（正午～午後1時を除く）  場  サンラ
イフ熊本（☎345-3511）

 勤労者のためのこころの健康相談  　無料　 

  期  4月21日～7月30日の間の木曜日
または土曜日  時  午前9時～午後5時 
  場  サンライフ熊本  内  勤労者の方々
のストレスや精神に関する悩み、心の
健康問題等について産業衛生学会専
門医による個別カウンセリング。匿名
利用も可能  対  16歳以上の勤労者 
  定  12人（先着順）  申  4
月5日午前10時から電
話でサンライフ熊本
（☎345-3511）へ

 講演会・相談会 
 専門職による各種相談  
①弁護士による法律相談（電話または面接）
  期  毎週火曜日（毎月4回まで）午後
1時～4時  内  個人の法的解釈が必
要な相談 ※1人20分  定  各日8人
（先着順）  申  相談日の2週間前の週
の月曜日（祝日の場合は翌日）から
予約専用電話（☎325-0020 平日
午前9時～午後5時）へ
②弁護士による法律相談（電話）
  期  毎週月・水・金曜日（各曜日毎月
4回まで）  内  個人の法的解釈が必
要な相談 ※1人20分  定  各日8人
（先着順）
③司法書士による相続・登記相談（電
話または面接）
  期  木曜日（毎月3回）  内  相続や土
地・建物登記などの相談 ※1人30
分  定  各日12人（先着順）
④税理士による税務相談（電話または面接）
  期  月曜日（毎月3回）  内  所得税、相
続税、贈与税などの相談 ※1人30
分  定  各日6人（先着順）

【②～④共通】  時  午後1時～4時  申  相
談日の2週間前の週の月曜日（祝日の
場合は翌日）から予約専用電話（☎
234-7499 平日午前8時半～午後5
時）へ
⑤民事介入暴力相談（電話または面接）
  期  毎週月曜日午前9時～正午  申  当
日直接会場へ ※電話相談は☎
328-2933へ

【①～⑤共通】いずれの相談も祝日は除
く。面接の場合は広聴課相談室（市庁

舎3階）へ。新型コロナウイルス感染
症の感染状況によって
は面接を電話相談に切
り替えることがありま
す。
詳しくは、市ホームページへ。
  （広聴課　☎328-2075）

 マンション管理相談会  　無料　 
  日  4月13日（水）午後1時半～4時半 
  場  市庁舎9階会議室  師  （一社）熊本
県マンション管理士会  持  マンション
の管理規約  申  原則開催日の前日午後
4時までに電話で（一社）熊本県マン
ション管理士会事務局（☎343-0095 
平日午前9時～午後5時）へ
  （住宅政策課　☎328-2989）

 住まいづくりに関する相談会  　無料　 

  日  4月23日（土）午後1時～4時  場  熊
本県建築士会7階会議室（中央区神水1
丁目3-7）  師  熊本県建築士会女性部
会  申  電話で熊本県建築士会事務局（☎
383-3200 平日午前9時～午後4時）へ
  （住宅政策課　☎328-2438）

 子育て・教育 

 
幼児教育・保育無償化に係る施
設等利用費（認可外保育施設の
利用料等）の請求

 

  内  認可外保育施設および一時預かり
事業等の利用料を、上限額（第2号認
定子どもは月額37,000円、第3号認
定子どもは月額42,000円）の範囲内
で補助します  対  施設等利用給付認定
第2号または第3号を受けた子どもの、
令和4年1月～3月分の利用費（令和2
年4月～令和3年12月分が未提出の
場合はまとめて提出可）
【提出】「請求書」「領収証」「提供証明書」
（※領収証および提供証明書は、施設が
発行するもの。請求書の様式は、ホーム
ページに掲載。）および「振込先口座の
通帳の写し」（過去に無償化に伴う請求
をした口座の場合は省略可）  申  4月28
日までに郵送で〒860-8601保育幼稚
園課給付班へ
詳しくは、市ホームページへ。
  （保育幼稚園課　☎328-2568）

 児童扶養手当の支給額が4月1日より改定されます  

児童扶養手当の支給額が、令和4年
度より0.2%引き下げとなります。
【改定後支給額】
◆本体額
全部支給（月額）43,070円
一部支給（月額）43,060～10,160円
◆2人目加算額
全部支給（月額）10,170円
一部支給（月額）10,160～5,090円
◆3人目以降1人につき
全部支給（月額）6,100円
一部支給（月額）6,090～3,050円
  問  区役所保健子ども課子ども班
  （子ども支援課　☎328-2158）

 奨学生募集  
  対  扶養者が市内に住み、高校・高専・
大学・短大・専修学校（高等課程または
専門課程）に在学し、経済的理由で修
学が困難であり、ほかの奨学金（給付
型を除く）などを受けていない方
■貸付額

区　分 月　額
高等学校
高等専門学校
専修学校（高
等課程）

国･公立 ①18,000円
② 9,000円

私立 ①30,000円
②15,000円

大　学
短期大学
専修学校（専
門課程）

国･公立 ①42,000円
②21,000円

私立 ①51,000円
②25,500円

※1年生と自宅外通学生（大学などの
み）への加算あり。
※卒業後、返還が必要。
  申  4月1日～5月2日までに指導課へ
※募集案内は総合案内（市庁舎1階）、
区役所、まちづくりセンター、指導
課、市内の対象学校の窓口で配布。
  （指導課　☎328-2716）

 陽だま里カフェ  　無料　 
  日  4月24日（日）午前10時～正午 
  場  熊本市フォスタリング機関アグリ
（中央区本荘2丁目3-8）  内  里親制度
に関する基礎知識を学ぶ座談会  対  市
内に住む方  申  4月18日までに熊本市
フォスタリング機関アグリ（☎227-
6892）へ
  （市児童相談所　☎366-8181）

 教育委員会会議の傍聴者募集  
  日  4月28日（木）午後2時～  場  市教
育センター4階  定  10人  申  当日午後
1時半～1時45分に直接市教育セン

ター4階へ
※審議内容は市ホームページに掲載。
※YouTubeにてライブ配信を行いま
す。
  （教育政策課　☎328-2704）

 母乳育児に関する相談窓口のご案内 
  時  月水金:午前9時～午後5時、火木:
午後2時～5時  内  「赤ちゃんに母乳が
足りているか心配」「赤ちゃんが母乳
を飲んでくれない」など母乳育児にお
悩みの方の相談を受け付けていま
す  費  初診2,000円 再診1,000円
詳しくは、市民病院助産師外来（☎
365-1711（代表））へ。

 ふくし・けんこう 
 障害児福祉手当・特別障害者手当を支給します  

  内  在宅の方で、重度の障がい（法令に
より定められた程度の障がいの状態）
のため、日常生活において常時介護を
必要とする20歳未満の児童に「障害
児福祉手当」を、また常時特別の介護
を必要とする20歳以上の方に「特別
障害者手当」を支給します（共に所得
制限あり）【令和4年度手当月額】障害児
（経過的）福祉手当14,850円、特別障
害者手当27,300円  問  区役所福祉課、
総合出張所
 （障がい保健福祉課　☎328-2519）

 特別児童扶養手当を支給します 
  内  20歳未満の障がい児（法令により
定められた程度の障がいの状態）を監
護・養育する父母などに「特別児童扶
養手当」を支給します（所得制限あり）
【令和4年度手当月額】1級 52,400円、
2級 34,900円  問  区役所福祉課・総合
出張所
 （障がい保健福祉課　☎328-2519）

 家庭ごみの排出量
1人1日あたり 

2021年度（4～1月） 461ｇ（前月比 －3g／目標 450g）
  （廃棄物計画課　☎328-2359）

 生活用の水使用量
1人1日あたり 

2021年度2月 231L（前月比 －1L／目標 210L）
  （水保全課　☎328-2436）

熊本市公共施設等総合
管理計画改定（素案）
担当課  資産マネジメント課

（☎328-2845）
閲覧期間  3月24日（木）～4月

28日（木）
閲覧場所  資産マネジメント課、

区役所、ホームペー
ジなど

 委 ◆ 員 ◆ 募 ◆ 集 
熊本市学校給食運営協議会
学校給食の全般に関する運営内容などについて、現場視察お
よび協議を行う委員
任期  委嘱日～令和6年3月31日（再任あり）
対象  市内に住むか通勤・通学する18歳以上の方で、学校給食

に関心があり、年数回の会議および視察に出席できる方
定員  1人（書類・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは健康教育課（☎328-2728）へ。
　熊本市立図書館協議会委員
市立図書館の運営に関し、意見・提言を行う委員
任期  令和4年6月1日～令和6年5月31日
対象  市内に住むか通勤・通学する18歳以上の方で、家庭教育

の向上に資する活動をしている方（子育てサークルの
役員、子育てサポーター、家庭教育に関する相談員、子
ども会の役員、読み聞かせ活動をしている方）、または
本市の生涯学習に関心のある方

定員  2人（作文・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは市立図書館（☎363-4522）へ。

熊本市自転車駐車対策等協議会
熊本市自転車活用推進計画に基づく施策や課題
について、幅広く市民の意見を聞くための委員
任期  委嘱日～令和6年3月31日
対象  市内に住むか通勤・通学する方で、日頃か

ら自転車を利用し、年数回開催する協議
会に出席できる方

定員  2人（小論文・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは自転車利用
推進課（☎328-2259）へ。
　地域密着型サービス運営委員会
地域密着型サービスの適正な運営の確保に関し
て審議を行う委員
任期  委嘱日～令和6年3月31日まで
対象  市内に住むか通勤・通学する20歳以上の

方で、介護保険制度に関心のある方
定員  1人（作文・面接による選考）
報酬  日額1万円（年3回程度開催予定）
詳しくは、市ホームページまたは介護保険課 

介護事業指導室（☎328-2793）へ。

 

市の組織を改編します
「上質な生活都市」の実現に向
けて、効果的・効率的な体制を構
築するため、4月1日付けで組織
の改編を行います。
■主な改編
変更
情報政策課→デジタル部（情報

政策課、デジタル戦略課、
システム推進課）

交通政策課→交通政策部（交通
企画課、移動円滑推進課、
自転車利用推進課）

※組織機構図はホームページに
４月から掲載。
  （人事課　☎328-2149）
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